
通算企業年金額の早見表の見方 

①加入資格を喪失した日（または加入していた制度が解散（制度終了）
した日）、②性別、③生年月日の３つの条件から、ご自分に該
当する早見表を探します。       

（例）男子で、昭和33年6月1日生まれ、平成29年4月1
日に、加入資格を喪失した場合。 

この早見表を 
使います。 ③ 生年月日 

① 加入資格を喪失した日 

まず、ご自分の条件に該当する早見表を探します。 

② 性別 



（例）連合会に移す年金原資が203万円。連合会に年金原資を
移す月の末日における年齢が37歳6カ月である場合。 

通算企業年金額の目安
は約14万～約15万円 
と分かります（年額）。 

四捨五入し、200万円 
の欄を見ます。 

「37歳6カ月」を挟むように、 
「35歳0月」と「40歳0月」 

の欄を見ます。 
④連合会に移す 
年金原資 

⑤連合会に年金原資を移す月の末日における年齢 

次に、早見表から通算企業年金額の目安を探します。 

（注1）連合会に年金原資を移す月が不明である場合は、例えば、暫定的に「１年後における年齢」を使用することが考えられます。 

 
（注2）連合会に年金原資を移す際に、年金原資から事務費を控除しています。この事務費の額についても、同様の手順で目安となる額を

知ることができます。 

④連合会に移す年金原資（脱退一時金相当額や残余財産分
配金）の額を確認します。 

⑤連合会に年金原資を移す月の末日における年齢（注1）を計
算します。 


